
(1)午後とは９時から１２時までとする。

(2)夜間とは、１８時から２２時までとする。

(3)超過使用料は、１時間ごとに追加する（１時間未満は、２時間とする）。

(4)祝事等の場合は、５割増しとする。

公民館使用料

区分

基本使用料

超過
1時間
当たり

冷暖房使用料

超過
1時間
当たり

昼間
夜間

昼間
夜間

午前 午後 午前 午後

770円 1,020円 1,020円 250円

和室 920 1,230 1,230 300 610

集会場 1,540円 2,050円 2,050円 510円

820 820 200

研修室 610 820 820 200 300 410 410 100

視聴覚室 610 820 820 200 300 410 410 100

その他 610 820 820 200 300 410 410 100

410 410 100調理実習室 610 820 820 200 300


